
 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要領は、 熊本県情報公開条例（ 平成１ ２ 年熊本県条例第６ ５ 号） 第

３ ０ 条に基づき 、情報提供施策の推進を図る ため、熊本県が発注し た建設工事

及び建設コ ンサルタ ント 業務等委託（ 農林水産部、土木部、教育庁及び企業局

が発注し た工事及び業務等委託に限る 。） の設計書に関する 情報提供を円滑に

実施する ために必要な事項を定める も のと する 。  

 

 （ 対象設計書）  

第２ 条 情報提供の対象と する 設計書は、 熊本県が発注し た建設工事及び建設

コ ン サルタ ン ト 業務等委託の当初契約及び変更契約に係る 設計書（ 積算シス

テムで出力さ れた帳票又はそれと 同等の積算内訳書をいう 。（ 以下「 対象設計

書」 と いう 。）） と する 。 ただし 、 農林水産部、 土木部、 教育庁及び企業局が発

注し た工事及び業務等委託に限る 。 こ こ で、「 建設工事」 と は、 建設業法（ 昭

和２ ４ 年法律第１ ０ ０ 号） 第２ 条第１ 項に規定する 建設工事を いう 。「 建設コ

ンサルタ ント 業務等委託」 と は、 測量業務、 建築関係コ ンサルタ ント 業務、 土

木関係コ ンサルタ ント 業務、地質調査業務、補償コ ンサルタ ン ト 業務及び公共

土木施設の維持管理に係る 業務の委託等を いう 。  

 

（ 情報提供の実施機関）  

第３ 条 情報提供の実施機関は、 対象設計書に係る 工事の発注機関と する 。  

なお、 実施機関は、 別紙「 情報提供の実施機関一覧」 のと おり と する 。  

  

（ 情報提供の申し 出）  

第 4 条 情報提供を希望する 場合の手続き は次によ る も のと する 。  

一 申し 出の方法 

申し 出を行う 場合は、設計書の情報提供申出書（ 第１ 号様式）（ 以下「 申 

し 出書」 と いう 。） に次の事項を 記入し 、実施機関に電子メ ールによ り 提出

する も のと する 。  

 なお、 メ ールにて提出後に必ず実施機関へ電話連絡する こ と 。  

（ １ ） 申出者の住所、 氏名及び電話番号 

（ ２ ） 対象設計書の事業年度、 工事番号、 工事名、 工事場所 

（ ３ ） メ ールアド レ ス（ 提出元のメ ールアド レ ス と 同じ も のを 記入する ） 

二 申し 出の期間 

情報提供の申し 出ができ る 期間は、対象設計書に係る 工事の契約日以降

と する 。  

 

 （ 情報提供の受理）  

第５ 条 実施機関は、情報提供の申し 出があっ た場合、次によ り 受理手続き を 行

う も のと する 。  

建設工事及び建設コ ンサルタ ン ト 業務等委託の 

設計書に係る 情報提供実施要領 



 一 情報提供を 求めら れた情報を 他の実施機関が保有し ている 場合は、 申出

者に連絡し たう えで他の実施機関に移送し なければなら ない。  

 二 申出書の記載事項の不備又は対象設計書が特定でき ない場合は、 申出者

に内容を 確認し なければなら ない。  

    

（ 情報の提供）  

第６ 条 実施機関は、 次よ り 情報提供を 行う も のと する 。なお、 対象設計書につ

いては、 本県情報公開条例に規定する 個人情報等の不開示情報を含ま ず全部

開示でき る 情報であり 、 情報提供が可能である こ と を前提と し ている こ と か

ら 、 情報提供については審査を要し ない。  

一  情報提供の方法は電子メ ールでの提供と する 。 ただし 、 通信シス テム障  

害が発生し た場合はこ の限り ではない。  

二 電子メ ールでの情報提供に当たっては、情報提供の申し 出があっ たメ ール

アド レ ス へ送信する 。  

三 情報提供用データ は、 PDF 形式と する 。  

四 情報提供に伴う 申出者への費用負担は求めない。  

 五 情報提供の申し 出があっ た場合は、 すみやかに情報提供を 行わなければ

なら ない。  

 

 附 則 

こ の要領は、 平成 2 7 年１ ０ 月６ 日から 施行する 。  

 附 則 

こ の要領は、 令和８ 年１ 月５ 日から 施行する 。  

 附 則 

こ の要領は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 



 

 

 

 

（ 別紙）

情報提供の実施機関一覧（ 農林水産部関係） 【 R8. 4版】

実　 施　 機　 関 メ ールアド レ ス 電話番号

県庁農林水産部 〒8 6 2 -8 5 7 0 　 熊本市中央区水前寺6 -1 8 -1
農林水産政策課 nor i nsui san@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -3 3 3 -2 3 6 3

県央広域本部農林部
〒8 6 2 -8 5 7 0 　 熊本市中央区水前寺6 -1 8 -1

農地整備課 ounounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -3 3 3 -2 7 7 1
（ 防災センタ ー４ 階）

技術管理課 gi j ut sukanr i @pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -3 3 3 -2 4 2 6
大切畑ダム復興事務所 〒8 6 1 -2 4 0 2 　 阿蘇郡西原村小森2 0 5 7 -2 0 ダム復興課 ooki r i hat a@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -2 7 9 -1 5 5 5

上益城地域振興局農林部 〒8 6 1 -3 2 0 6 　 上益城郡御船町辺田見3 9 6 -1
農地整備課 kami nounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -2 8 2 -0 3 2 6
林務課 kami nour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -2 8 2 -0 1 4 2

宇城地域振興局農林部 〒8 6 9 -0 5 3 2 　 宇城市松橋町久具4 0 0 -1
農地整備課 unounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 4 -3 2 -0 1 1 1
林務課 unour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 4 -3 2 -0 6 2 8

hokunousui s an25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -7 4 -2 1 5 4

玉名地域振興局農林部 〒8 6 5 -0 0 1 6 　 玉名市岩崎1 0 0 4 -1
農地整備課 t amanounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -7 4 -2 1 4 1
林務課 t amanour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -7 4 -2 1 3 8

県北広域本部農林水産部
〒8 6 1 -1 3 3 1 　 菊池市隈府1 2 7 2 -1 0

農地整備課 hokunounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -2 5 -2 0 4 0
林務課 hokunour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -2 5 -1 0 3 9

〒8 6 5 -0 0 1 6 　 玉名市岩崎1 0 0 4 -1 水産課

阿蘇地域振興局農林部 〒8 6 9 -2 6 1 2 　 阿蘇市一の宮町宮地2 4 0 2
農地整備課 anounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 7 -2 2 -1 1 1 6
林務課 anour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 7 -2 2 -1 1 1 7

鹿本地域振興局農林部 〒8 6 1 -0 5 9 4 　 山鹿市山鹿1 0 2 6 -3
農地整備課 hokunounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -4 4 -2 1 3 6
林務課 kanour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 8 -4 4 -2 1 3 5

森林保全課 kunoushi nr i n25@pr ef . kumamot o. l g. j p

0 9 6 5 -3 3 -3 6 2 5

芦北地域振興局農林部 〒8 6 9 -5 4 6 1 　 葦北郡芦北町芦北2 6 7 0
農地整備課 ahi nounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 6 -8 2 -5 7 0 5
林務課 ashi nour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 6 -8 2 -2 5 2 4

県南広域本部農林水産部 〒8 6 6 -8 5 5 5 　 八代市西片町1 6 6 0
農地整備課 nannounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 5 -3 3 -3 5 5 1
林務課 nannour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 5 -3 3 -3 5 9 2
水産課 nannousui san25@pr ef . kumamot o. l g. j p

amanousui san25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 9 -2 2 -4 3 6 4
漁港課 amanougyokou25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 9 -2 2 -4 3 6 9

※申出書の提出先は、 対象設計書の実施機関と する 。
　 メ ールにて提出後に必ず実施機関へ電話連絡し てく ださ い。
　 県庁土木部各課（ 建築関係を除く ） が実施機関の場合、 土木技術管理課が一元的に申出書を受け、 実施機関（ 土木部各課） に移送する （ 第５ 条（ １ ） を適用） 。
　 実施機関等が不明の場合は、 県庁土木部土木技術管理課　 技術指導班ま でおたずねく ださ い。 　 Te l： 0 9 6 -3 3 3 -2 4 9 0

0 9 6 6 -2 4 -4 1 9 0

天草広域本部農林水産部 〒8 6 3 -0 0 1 3 　 天草市今釜新町3 5 3 0

農地整備課 amanounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 9 -2 2 -4 2 8 0
林務課 amanour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 9 -2 2 -4 3 1 6
水産課

球磨地域振興局農林部 〒8 6 8 -8 5 0 3 　 人吉市西間下町8 6 -1
農地整備課 kunounouchi 25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 6 -2 4 -6 6 8 6
林務課 kunour i nmu25@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 6 -2 4 -4 1 1 5



（別紙）

県央広域本部益城復興事務所〒861-2211　上益城郡益城町大字福原790

〒861-1331　菊池市隈府1272-10

技術管理課 hokudogikan25@pref.kumamoto.lg.jp 0968-25-2165

0965-33-3684

工務課 adokoumuichi25@pref.kumamoto.lg.jp 0967-22-0491

鹿本地域振興局土木部 〒861-0594　山鹿市山鹿1026-3 維持管理調整課 kadoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0968-44-2312

阿蘇地域振興局土木部 〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2402
維持管理調整課 adoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0967-22-1204

県央広域本部土木部
技術管理課 kumadogikan25@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2787

天草広域本部土木部 〒863-0013　天草市今釜新町3530

技術管理課 amadogikan25@pref.kumamoto.lg.jp

※申出書の提出先は、対象設計書の実施機関とする。
　メールにて提出後に必ず実施機関へ電話連絡してください。
　県庁土木部各課（建築関係を除く）が実施機関の場合、土木技術管理課が一元的に申出書を受け、実施機関（土木部各課）に移送する（第５条（１）を適用）。
　実施機関等が不明の場合は、県庁土木部土木技術管理課　技術指導班までおたずねください。　Tel：096-333-2490

0969-22-4391

0966-24-4244
維持管理課 amadoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0969-22-4679
工務第一課 amadokouichi25@pref.kumamoto.lg.jp 0969-22-4629
工務第二課

球磨地域振興局土木部 〒868-8503　人吉市西間下町86-1
維持管理調整課 kudoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0966-24-4208
工務課 kudokomu@pref.kumamoto.lg.jp 0966-24-4212
まちづくり工務課 machikomu@pref.kumamoto.lg.jp

amadokouni25@pref.kumamoto.lg.jp 0969-22-4648

芦北地域振興局土木部 〒869-5461　葦北郡芦北町芦北2670
維持管理調整課 ashidoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0966-82-2530
工務課 ashidokomu@pref.kumamoto.lg.jp 0966-82-2532

県南広域本部土木部
維持管理課 yatsudoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0965-33-3691
工務課 yatsudokoumu25@pref.kumamoto.lg.jp〒866-8555　八代市西片町1660
技術管理課 nandogikan25@pref.kumamoto.lg.jp 0965-33-4182

0968-41-5318

玉名地域振興局土木部 〒865-0016　玉名市岩崎1004-1
維持管理調整課 tamadoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0968-74-2164
工務課 tamadokoumu25@pref.kumamoto.lg.jp 0968-74-2159

県北広域本部土木部

維持管理課 kikudoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0968-25-4232
工務第一課 hokudokoichi@pref.kumamoto.lg.jp 0968-25-2166
工務第二課 hokudokoni@pref.kumamoto.lg.jp

上益城地域振興局土木部 〒861-3512　上益城郡山都町下馬尾265
維持管理調整課 kamidoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0967-72-1109
災害工務課 kamidosaiko@pref.kumamoto.lg.jp 0967-72-1103

宇城地域振興局土木部 〒869-0532　宇城市松橋町久具400-1
udoiji25@pref.kumamoto.lg.jp 0964-32-0803

工務課 udokoumu25@pref.kumamoto.lg.jp 0964-32-0804

工務課 oudomashikoumu@pref.kumamoto.lg.jp 096-234-7314

〒862-8570　熊本市中央区水前寺6-18-1
工務管理課 kumadokoukan25@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2795

（防災センター５階）

営繕課 eizen@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2539
住宅課 juutaku@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2548

情報提供の実施機関一覧（土木部関係） 【R8.4版】

実　施　機　関 メールアドレス 電話番号

県庁土木部 〒862-8570　熊本市中央区水前寺6-18-1
土木技術管理課 dogikanri@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2490



（ 別紙）

（ 別紙）

情報提供の実施機関一覧（ 教育庁関係） 【 R8. 4版】

実　 施　 機　 関 メ ールアド レ ス 電話番号

※申出書の提出先は、 対象設計書の実施機関と する 。
　 メ ールにて提出後に必ず実施機関へ電話連絡し てく ださ い。
　 実施機関等が不明の場合は、 教育庁教育政策課ま でおたずねく ださ い。 　 Te l： 0 9 6 -3 3 3 -2 6 7 4

情報提供の実施機関一覧（ 企業局関係） 【 R8. 4版】

教育庁 〒8 6 2 -8 5 7 0 　 熊本市中央区水前寺6 -1 8 -1
教育政策課 kyoui kusei s aku@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -3 3 3 -2 6 7 4
施設課 shi set su@pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -3 3 3 -2 7 1 6

実　 施　 機　 関 メ ールアド レ ス 電話番号

企業局（ 本庁） 〒8 6 2 -8 5 7 0 　 熊本市中央区水前寺6 -1 8 -1
総務経営課 ksomukei ei @pr ef . kumamot o. l g. j p 0 9 6 -3 3 3 -2 5 9 2
工務課 ―

都呂々ダム管理事務所 〒8 6 3 -2 6 1 1 　 天草郡苓北町都呂々光り 岩4 5 4 2 — ― ―
※企業局（ 本庁各課室、 各出先機関） が実施機関の場合、 総務経営課が一元的に申出書を受付け、 実施機関に移送する （ 第５ 条（ １ ） を適用） 。
　 メ ールにて提出後に必ず実施機関へ電話連絡し てく ださ い。
　 不明な点については、 企業局総務経営課　 総務班ま でおたずねく ださ い。 　 Tel： 0 9 6 -3 3 3 -2 5 9 2

―
発電総合管理所 〒8 6 2 -0 9 5 0 　 熊本市中央区水前寺6 -4 8 -4 0 施設一課・ 施設二課 ― ―



設計書の情報提供申出書 

                      令和 年 月 日 

情報提供事務担当課長 様                      

申出者 

（ 必須）  

住  所 

氏  名 

 

                             （ 押印不要）  

電話番号  

メ ールアド レ ス   

注１  住所、 氏名、 電話番号及びメ ールアド レス は必ず記入し てく ださ い。  

２  法人その他の団体は、「 住所・ 氏名」 の欄に所在地、 名称、 代表者の氏名を記載し てく ださ い。  

３  電話番号は連絡のために必要です。 昼間連絡がと れる 電話番号を記載し てく ださ い。  

４  メ ールアド レス は本申出書を送信する メ ールアド レ ス を記入し てく ださ い。  

  

下記工事の設計書（ 金入り ） について、 情報提供を申し 出ま す。  

設計書 

特定情報 

（ 必須）  

事業年度  

工事番号  

工 事 名  

工事場所  

注１  設計書特定情報は必ず記入し てく ださ い。  

 

 

第 1 号様式（ 第４ 条関）



  

 

 

従来の「 熊本県情報公開条例」 に基づく 開示請求に加え、 新たに「 建設工事の設計書

に係る 情報提供実施要領」 を整備し たこ と によ り 、よ り 迅速かつ効率的な情報提供を 可

能と なり ま し た。 こ のため、 申請（ 又は申し 出） の方法にも いく つかのケース が想定さ

れま す。 下記に想定さ れる ケース と フ ロ ーを 示し ま すので参考と し てく ださ い。  

 

               ≪申請者≫           ≪県≫ 

 

        ①情報提供の申し 出         ②申し 出の受理 

 

   

  

    

             ①開示請求の申請          ②「 要領」 の 

                               ご案内 

             ③申請の取り 下げ            

 

（        ※「 要領」 によ る 情報提供申出手続き へ）  

 

  

 

【 ケース ２ 】  

「 条例」 に基づく 請求時の

発注者か ら の 案内を 受け

て、 自主的に申請取り 下げ

し 、「 要領」 によ る 情報提供

へ切り 替える ケース。  

 

【 ケース １ 】  

「 要領」 に基づく 申し 出で完

結する ケース 。  情報提供 

【 ケース １ 】：「 要領」 に基づく 手続き で、 最も 迅速かつ効率が良い。  

【 ケース ２ 】： 申請者が「 条例」 に基づく 開示請求を取り 下げて、「 要領」 に基づく 手続き へ切り 替え。  

参 考 


